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仕事と育児の両立に悩むパパ、定年後何もすることなく家でくすぶっている中高年男性の皆さん、

講演会に参加して、「 」、「 」を目指してみませんか？

そして、「男性にとっての男女平等参画」について、一緒に考えてみませんか？

講師には、自分流子育てを実践されている素敵なパパで、「父親であることの楽しさ」や「孫育てや

地域、学校に関わることの楽しさ」を、わかりやすく、楽しく、軽快なテンポでお話ししてくれる

をお迎えします。

子育て世代の若い男性、リタイアした６０代の男性など、たくさんの男性に聴いていただきたいで

す。もちろん、女性の参加、ご夫婦での参加も大歓迎です（※託児あり。要予約、相談してください）。

講師 氏

(ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパン代表理事)

●講師紹介●

生まれた年・場所：１９６２年・東京都池袋生まれ

家族構成：妻、長女(97生)、長男(00生)、次男(08生)の５人家族

仕事について：ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパン代表理事。

       明治大学卒業後、出版社、書店、IT企業など９回の

転職を経て、2006 年 11 月に会社員として仕事をす

る傍ら、父親の子育て支援・自立支援事業を展開す

る同ＮＰＯを設立。

（参考） ・厚生労働省「イクメンプロジェクト」推進チーム座長

・内閣府・男女共同参画推進連携会議委員

・内閣府・子ども若者育成支援推進点検・評価会議委員

・東京都・子育て支援とうきょう会議実行委員

・にっぽん子育て応援団共同代表（応援団長）

・「パパ’s絵本プロジェクト」メンバー   ほか

カッコいいパパ カッコいいおじいちゃん

安
藤哲也氏(ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパン代表理事)

日時 ７月２２日(日) 午後１時３０分～３時３０分

会場 まなぼっと幣舞 ２階多目的ホール

定員 １５０名

申込 ７月１7 日(火)までに電話、ファックスまたはメールで下記問合先までお申し込みください。

    ※ただし、託児の予約は７月９日(月)までです。

問合・申込先：市役所市民協働推進課

（TEL31-4505／FAX23-5220／メール shi-shiminkyoudou@city.kushiro.hokkaido.jp）

くしろ

男女いきいき参画通信

ともに創りあげる社会をめざして
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安藤 哲也
あんどう て つ や

託児あり 参加無料



平成 年度のキャッチフレーズは

国の男女共同参画推進本部は、男女共同参画社会基本法の公布、施行日（平成 年 月 日）から

毎年 月 日から 日までの１週間を「男女共同参画週間」とし、男女共同参画社会の実現に向けた

様々な取り組みを行っています。

釧路市でも、昨年４月から「釧路市男女平等参画推進条例（愛称：男女いきいき参画条例）」を施行し、

あらゆる分野での男女平等参画の推進や多様なライフスタイルを可能にする環境整備の必要性をさまざ

まな機会を通じて示しています。

同条例に基づく「釧路市男女平等参画審議会」も設置され、ま

た、男女平等参画相談も随時受け付けています。

男女いきいき参画条例のあらましを紹介したパンフレットは、

市役所、各行政センター、各支所、コア各館に置いてあるほか、

市ホームページにも掲載していますので、ぜひご覧ください。
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・相談時間：

・相談内容：

・相談場所：

男女平等参画相談電話 ℡０１５４－６１－５０３０

・派遣研修期間

・研 修 場 所

・応募資格等

・応 募 方 法

・提出・問合先

あなたがいる わたしがいる 未来がある

《内閣府男女共同参画局ホームページ http://www.gender.gp.jp/》

男性と女性が、職場で、学校で、地域で、家庭で、それぞれの個性と能力を発揮できる「男女共同参

画社会」を目指し、私たちのまわりの男女のパートナーシップについて、この機会に考えてみませんか。

月～金曜日（祝日・年末年始は除く）午前８時５０分～午後５時２０分

①男女平等参画に関する市の施策についての意見もしくは苦情

②男女平等参画の推進を阻害すると認められるものについての申出

③その他、男女平等参画の推進に関する相談

市役所２階 市民協働推進課・相談室

※電話での相談も受け付けます

「男女共同参画のための研究と実践の交流推進フォーラム」に参加して全国の参加者と交流する事業です。

： ８月23日(木)～８月26日(日)  （他の参加者と団体行動になります）

： 国立女性教育会館（埼玉県嵐山市） ※一部自己負担あり

： 市内に居住し、男女共同参画社会実現に向けての活動に関心のある20代～60代の方２名

※男性も応募可能です

： 800 字以内の応募動機（様式自由）を添えて６月 22 日(金)までに応募用紙を提出（応募用紙は

市役所、各行政センター、各支所、コア各館に設置）

： 市役所市民協働推進課

（〒085-8505 釧路市黒金町７－５ ℡31-4504 Fax23-5220）
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釧路市では、男女平等参画相談員による「男女平等参画相談」を行っています

平成２４年度釧路市道外派遣事業の研修参加者を募集しています
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